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財 政 学 ノ ー ト(1)

小 林 晃

1

財政 とは何か と問われれぽ,さ しあた り一言で,国 家(中 央政府と地方自

治体)の 経済的活動の総体 とい うことがで きる。 あるいは,国 家の活動 を

経済的側面から捉aた もの といって もよい。 現代資本主義のもとでは
,国

家 の経済的活動は,き わめ て広範かつ多岐にわ たってお り,し たが って現

代では財政 をぬ きに しては,一 国の国民経済 も国民生活 も語 ることは でき

ない。国民経済全体に占め る 「公共部門」 の範囲,年 々の財政政策
,租 税

と税制,経 費,国 債,公 営企業s財 政投融資,地 方財政 な ど具体的に少 し

想起 しただけで も明らかであろ う(第1,2図 参照)。

近年わが国の国民総支出GNE(一 国の国民経済 の規模を示す 国民総生産

GNPが,年 間を通して,ど のような形で支出されたかをみたもの)の 中で
,政 府

支出(政 府による財貨 ・サービス購入)が ほぼ20%前 後を占めてい る一一 その

年度 の国民経済の状況 と りわけ不況期か好況期かのいかんに よって増減は

あれ 一一 のをみて も,財 政が国民経済全体の中で 占め る比重の大 きさ
,財

政が国民経済全体に及ぼす影響の大 きさ を十分 うかがい知れ よう(第1表
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第2図 「公共部門」の範囲と分類
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)穿慧 鷲 蟹 ・
一事 業 団(r=蚕 糸砂糖類のほか住宅建設

関係を除 く)
一普 通 会 計

一非企業会計(病 院,公 共下水道,質 屋,付 属病

院)

_社 会保障_基
金

一中 央一

一搬 罐(財 駆 地方開発事細)

一一特 別 会 計(中 央)(厚 生,船員,国 民年金,労 働)

(地方)(国 民健康保険事業会計,老

人保険医療)

一地 方一

一共済組合等一

一共済組合(国 家公務員,地 方公

・一 基

一組

務員,私 学教職員,地

方議会議員,農 林漁業

団体職員)

鱗 翻
合(組 合健保,国 民健保)

出 所:大 蔵 雀 『図 説 ・日本 の 財 政 』 ・..89年 版,

(注)上 図 は,国 連 ・新SNA(ASystemofNationalAccounts)に よ る

共 部 門 」 へ の 国 民 経 済 分 類 に よ っ た も の で あ る 。

m般 会計(公 務員住宅の建設のみ)

一特別会計(一 般政府以外の特別会計)

一政府関係機関(全 部)

一事業団(畜 産s蚕 糸砂糖類のほか住宅建設関係)
一公団,営 団(全 部)

一そ の 他(海 外経済 協力基金,目 本銀行,電 源

開発株式会社,原 子力研究所など)
一公営事業会計(病 院,下 水道を除 く)

一その他事業会計(収 益事業,農 業共済,交 通災

害 共済)
一特別法人(土 地開発 ・住宅供給 ・地方道路公社)

8頁 。

「民間部門」と 「公
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第1表 国民総支出(名 目)の 構成

区 分1・978i・987

(1)民 間最終消費支出(個 人消費支出) 57.8 57.5

② 民間資本形成 21.1 22.6

1.企 業 設 備 14.1 is.4

2.在 庫 品 増 加 0.4 0.3

3.民 間 住 宅 6.6 5.9

③ 政 府 支 出 19.S 16.4

(政 府の財貨 ・サー ビス購 入)

1.最 終消費支出(経 常支出) 9.7 9.4

2.資 本 支 出 1.0.2 7.0

㈲ 海 外 経 済 余 剰 1.3 3.4

1.輸 出 等 11.4 12.6

2.輸 入 等(控 除) 10.1 9.2

合 計
100.0

(209兆)

goo,o

(351兆)

(注)上 記区分中,(1}～(4}の1ま でを合計 し た もの(2を 控除 しない)を 国民総需要GND

と呼び,そ の うち(1)～{3)を内需,(4)の1を 外需 とい う。 なお,こ れに見合 うのが国民総

供給GNSで,GNPに 上記(4}の2を 加算 した ものであ る。

参照)。 また,国 税 庁 の 「民 間給与 実態 調 査」(1987年 分)に よる と,平 均 家

庭(年 収399万9千 円,夫 婦 と子供2人)の 税 負担 額は 所 得税,住 民 税s社 会

保 険料 の合計 額 で48万4,110円 に も達 して お り,こ れ に 消費税(仮 にその残

額を可処分所得 として税率3%で 単純計 算すれば約10万5千 円)を 加 えれ ば お よ

そ60万 円 の税 負担 とな る。 これ ほ ど高額 の税 負担 が は た して どれ ほ ど公

平 に課税 され てい るの か ど うか,さ ら に は 税収 が ど うい う支(使)途 に ど

れ だ け支 出 され てい るのか ど うかs現 代財 政 が 国民 生活 に及 ぼす 影響 は 量

質 ともにす こぶ る大 きい。
(i)

現代資本主義 を総称 して,近 代 経 済 学 が 「混合経済」(私的経済部門と公
{2)

的経済部門の 「混合」体)と 呼 び,マ ル クス経 済 学が 国 家独 占資 本主 義(民 間

独占資本が国家と緊密に融合 ・癒着した経済体制)と 呼 んでい る の も,こ うし

た 現代 国家 の経済 的 な役 割 と比重 が,し た が って 国家財 政 の役 割 と比重 が

著 し く大 き くな ってい る こ との一 表 現 とい って よい 。
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大蔵省の財政年報(r図 説 ・日本の財政』)も財政につい て次の ように定義

してい る(そ の詳しい紹介と問題点の批判は後述次号所収の5参 照)。

「財政 とは,政 府(国 や地方公共団体など)の 行 う経済活動である。 今 日の

経済が しば しば混合経済 と呼ばれ るよ うに,国 民t:`」=占 め る政府の活動

の ウェイ ト及び役割は極めて大 きなものとなっている。われわれ の生活に

とって必要 な財貨 ・サー ビスの供給はy民 間企業の 自由な活動を原則 とし

て,市 場を通 じて行われ ているが,そ れ に よ りすぺての需要が満た されて

いるわけでは ない。た とえば,国 防,外 交,司 法t警 察,消 防i教 育 な ど

のサー ビスや,道 路,公 園,上 下水道な どの公共施設等(い わゆる社会資本

と呼ばれるもの)は,わ れわれの生活の基盤 となる重要 なものであ るが,通

常民間の経済活動だけに よっては需要を満たす ことは できない。

この ように,民 間の経済活動だけでは満たす ことのできない財貨 ・サ ー

ビスへ の需要を充足 させ るのが政府 の役割 であ る。政府は租税や公債 な ど

の収入手段を組み合わせて民間部門から資金 を調達 し,こ れを元手に して

国民生活の基盤 となる諸条件を整え るため,多 岐にわた る活動を行 ってい
(3)

る。 この政府の活動 を経済的側面か ら捉えた ものが財政にほかな らない。

そこで以下,財 政 とは何 か,税 財政の仕組は ど うな っているのか,国 民

経済や国民生活 とどの ように,ど の程度に関 っているのか,さ らに現在 の

税財政は どの ような問題点や課題 をかかえているのか等 々,こ れ ら一連 の

財政聞題の理論的 ・実証 的な解 明が財政学の課題であ る。

(1)混 合経済(mixedecon。my)公 共部門の成長にともない,民 間部門 ととも

にそれが経済活動にきわめて重要な役割を果たす ような経済体制。先進国の資

本主義経済はすべて混合経済に属す ると考えて よく,国 民所得の うちで政府に

よ り消費され る部分は30～40%に もお よぶ(有 斐閣r経 済辞典』175頁)。

(2}国 家独占資本主義(statem。nopolycapitalism)独 占体が独占利潤追求を

p的 とするために国家を従属 させ る資本主義体制の こと。今 日の先進国では国

家 と独占体 または金融資本の一体化の現象が 目立ち,国 家 と独占体が一体化し

て資本主義を支配する体制が定着 してい る(前 掲}168頁)。

(3)大 蔵省r図 説 ・日本の財政』1988年 度版,東 洋経済新報社,2頁 。
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2

財 政論(学)の 対 象 が 国家財 政(publicfinance,Staatshaushalt,-finanzen)で

あ る こ とは い うまで もない。 今 日,一 国の経 済 全体 は経 済 主体 とい う観点

か らみれ ぽ,企 業,家 計,政 府 の三 つ の主 体 に よって,そ し てそ れ ぞれ に

貨 幣 の収 支 とい う形 を とって営 まれ てい る とい って よい が,そ の 中 で政府

(国家)の 経 済 が財 政 に ほか な ら な い 。 政府 ・国家(そ の活動 としての広義の

政治)の 物 質 的裏 付 を なす 特 殊 な経済 一 これ がす なわ ち財 政 であ る。

ここで財 政 を特 殊 な経 済 とあrて い うのは,財 政 も一種 の経済 と呼 び う

る として も一一 企 業 や 家計 と同様 に 貨幣 の収 支 とい う形 態 を と っ て い る

一 ,本 来 の 意味 の,あ るい は 狭義 の経 済 とは 区 別 され るか らで あ る。資

本 主義 的 国民 経済 の も とで は,一 国 の主要 生産 手段 は 資 本家 階級 の手 中に

私 有財 産 と して集 中所 有 され て お り,し た が って本来 の経 済 活動 は,こ の資

本 家階 級 と労 働 力 の所 有者 で あ る賃 金労 働 者 との 結びつ き(労 働力商品の売

買関係 とい う形態を とった階級搾取関係)の もとで,先 の経 済主 体 でい えば 企
ぐの

業 と家計の結びつ きの中で利潤追求の商品生産 として営 まれ ている。 こ う

した経済構造を社 会の下部構造 とした うえで,政 府 ない し 国家 は,基 本

的 ・本質的には,社 会 の上部構造 としての広義の政治活動一一階級支配 と

体制維持一一のための権力機関をなしてい る。 したがって政府ない し国家

が遂行す る経済的な諸活動 も,基 本的にはそのための裏付をなす以上の も

のではない。つ ま り,国 家の政治的 ・権力的活動に付随す る経済的活動に

ほかならない。

この点に財政がs一 種 の経済ではあって も,社 会の下部構造 としての本

来の経済か ら区別 され るゆえんがあ る。そ してまた ここに,財 政が社会総

体の中で占め る独特 の位置 と特殊性があ る。

財政が もつ も う一つの特殊性は,社 会の下部構造 としての経済 と上部構

造 としての政治 とのいわば接点ない し媒介 項 を なす とい うこ とである。

(第3図 参照)。



6商 経 論 叢 第25巻 第2号 (111)

第3図 現代資本主義と国家財政

騨 熱
勧労大衆

(農漁艮・
小零細業
者 など)

国民経済(企 業 ・家計)

総体 としての社会は,一 言でいえ

ぽ経済 と政治を二大主柱 として構成

されてい るとい っ て よい。 「経済の

二要素」 と普通いわれ る生度手段 と

労働力の結合が社会の経済をな し,

国家機関の権力的活動の総体が社会

の政 治をなす。その中にあ って財 政

は,一 方におい て,一 種の経済では

あるが,本 来 の意味 の経済その もの

ではない。だが他方において,財 政

は,広 い意味の政治の一部をなして

い るが,政 治その ものではない し,

ましてや政 治のすべ てでは ない。財

政は経済であるとともに経済 ではな く,政 治であ る と と もに政 治 では な

い。 この よ うに財政は,経 済(地 上)と 政 治(水 中)の 両方を住処 とす るい

わぽ社会的両棲動物である。 第3図 にみ られ るとお りi財 政(図 の円の下

半分)は,一 方で狭i義の政治(図 の円の上半分)の 物質的裏付 を なす ことに

よって,メ ダルの表裏の ごと く政治 と密接不可分に結びつい ている。 した

が って,た とえば経費の内訳 と動 向は,時 の政治の動 向と特徴を数量 的に

端的に表現す る。

他方で財政は,本 来 の狭義 の経済(図 の三角部分)に 対 してs租 税その他

を通 じて必要財源を依存 し,経 費支出を通じて何 らか の形でそれ を再び還

元す るとい う,あ る種の循環関係で もって経済 とこれ 言た密接不可分に結

びつい てい る。 この意味で,財 政は社 会総体 を=構成す る二大主柱sす なわ

ち本来 の意味の経済 と政治 とのいわば接点に位置し,あ るいは両者を結び

つける媒介項をなしている とい うことがで きる。

ここに,財 政が,社 会総体 の仕組みのなかで しめ る独特の位置 と特殊性

があ る。そ してまた,財 政が社会 のなかではたす 固有 の役割 と機能 も,こ
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こに 由来す る。

したが って,わ れわれが財政について正し く理解す るためには,財 政そ

の ものの仕組 と実態 を具体的に知 ることは もちろ ん で あ るが,そ の まえ

に,そ もそも国家=上 部構造 とは何か,本 来の経済=下 部構造 とは何か と

い うこと,と りわけ資本主義 とい う階級社会では,そ れ らが どの よ うな歴

史 的階級的特徴を もって成 り立ってい るのか,と い うことについての正し
(21

い基本的理解が不可欠 の大前提であ る。 この ことを大前提 として,さ らに

その う}で 前述した財政の独特の位置 と特殊性を正し く考慮に入れ て,財

政 固有の制度や機構を理論的かつ実証的に分析す るときはじめて,財 政問

題 につい ての科学 的に正 しい考察 と理解が可能 とな る。 これが,財 政問題

を科学 の対象 として考察す るための理論的出発点である。

ところで,財 政 とは何か とい うことについ てsそ してまた財政が社会総

体のなかで 占め る地位 とその特徴について,._.._,.応この ように一般的に規定

できる として も,そ れは一定不変な ものではな くs社 会の変化発展 ととも

に歴史的に変化発展す る。いいかえれば,一 口に財政 とい っても,社 会 の

歴史的発展段階,す なわち社会体制の歴史的相違に応 じて,財 政の性格J

構造,役 割 も歴史的に根本的に異 なってい る。 したが って,こ の点を看過

して,い わゆ る財政一般を財政論 の対象 とする ことは,ほ とん ど無意味で

あ るぽか りか,非 科学的 なアプmチ であって正 し くない。 したが って財

政論は,厳 密には,こ の ような観点か らs社 会体制の各 々に対応 した財政

6封建財政,資 本主義財政,社 会主義財政など)を 対象 として とりあげるべ きで

ある。 しか し以下 では,考 察 の対象を資本主義財政に限定す る。それは,

理論的にい って もきわめて重要であるが,さ らにまた実際的に も一 現代

日本の財政は資本主義の財政であるから一 われわれが もっとも強い関心

を もた ざるをえない対象だからであ る。

!1)詳 し くは マル クス ・エ ソゲル ス 『資本論』参 照
。以下 はs簡 単な コメソ トつ

きの要点 の引用 であ る。

←シ 資本主 義の特殊 歴史的性格 につ いて(生 産 力 と生 産関係の照 応一矛 盾一 止
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揚)。

「資本主義的生産様式の科学的分析は,次 のことを証明す る。 資本主 義的生産

様式は,特 別の種類の,特 殊な歴史的規定性を もつ一生産様 式 で あ る とい うこ

と。それは,他 のすべての特定の生産様式と同様に,社 会的生産諸力 とその発展

形態 との与えられた一段階を,自 己の歴史的条件 としてsす なわち,そ れ 自体一

つの先行過程の歴史的結果であ り,産 物であ りsま た新たな生産様式が,そ れを

与え られた基礎 として,そ こか ら出発す る一条件として前提するとい うこと。 こ

の特殊な歴史的に規定された生産様式に対応す る生産諸関係一 人間が,そ の社

会的生産過程において,そ の社会的生活の生産において,入 る ところの 諸関 係

一 は,一 つの特殊な歴史的に経過的な性格を もつ とい うこと。そして最後にs

分配諸関係は,こ の生産諸関係 と本質的に同じであ り,そ の裏面をなす ものであ

り,し たがって両者は同じ歴史的経過的性格を分かちもつ とい うこと,こ れであ

る」(マ ル クス 『資本論』岩波版,第3巻,1096頁)。 なお,エ ソゲルス 「空想 よ

り科学への社会主義の発展」(全 集,第19巻,224～5頁),マ ル クス ・エソゲルス

『共産党宣言』なども参照。

口 資本主義的生産様式の第一の歴史的特徴について(社 会の 「自然法則」一

商品生産の歴史的 ・社会的前提条件,A.生 産手段の私有,B.社 会的分業一

単純商品生産 と資本主義的商品生産 〈労働力の商品化〉一 生産の無政府性)。

「資本主義的生産様式を,本 来的にきわ立たせ る二つの特徴がある。

第一に,そ れはその生産物を商品 として生産す る。商品を生産す ることはfそ

れを他の生産様式か ら区別するものではない。 しかしs商 品であることがiそ の

生産物の支配的な・規定的性格であるとい うことは,確 かにそれを他の生産様式

か ら区別す る。 この ことは,ま ず第一に,労 働者 自身がただ 商 品の売 り手 とし

て・したが って・ 自由な賃金労働者 として現われ,し たがって,労 働が一一般に賃

金労働 として現われ る,と い うことを包含す る。資本と賃金労働との関係が……

この生産様式の全性格を規定する……。/

①生産物が商品であるとい う性格と,② 商品が資本の生産物であるとい う性格

……か らは,全 価値規定 と,価 値による総生産の規制 とが出て くる。 この全 く特

殊な価値規定においては,一 方では,労 働はただ社会的労働 として のみ 認め ら

れ,他 方では,こ の社会的労働の分配 とsそ の生産物の相互補完,す なわち物質代

謝,社 会的連動装置への従属 とはめ込みは,個 々の資本家的生産者たちの偶然的

な相殺的な活動に委されてい る。資本家的生産者たちは,た だ商品所有者 として

のみ相対し,そ して各 自がその商品を能 うかぎ り高 く売ろ うとす るので あ るか

ら,偏 僑を互いに相殺 さぜ る彼 らの競争,彼 ら相互の圧力を介してのみ,内 的法

則は貫徹され る。 ここでは価値法則は,た だ内的法則 としてのみ,個 々の当事者

にたいしては,盲 目的な 自然法則としてのみ作用 し,そ して生産の社会的均衡を,
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その偶然的な波動 のた だ 中 におい て貫徹する。/… …完全な無政府状態が支配

していて,そ の内部では生産の社会的関連は,た だ超強力的な自然法則 としての

み,個 人的恣意にたいして,自 己を貫徹するのであ る」(同 上・1098～1100頁)。

で講 鶏蕪 竺諜諜 霧露㌍糖 雛
…WLG'(G十9)。

「資本主義的生産様式を特殊に特徴づけ る第二のものは,生 産の直接 的 目的お

よび規定的動機 としての剰余価値の生産である。資本は本質的に資本を生産 する。

そして資本が このことを行な うのはrそ れが剰余価値を生産す るか ぎ りに おい

てのみてある。……このことの上にi資 本主義時代に特有な一生産様式一 労働

の社会的生産諸力,と いって も労働者にたいして独立化された資本の諸力 として

のそれ,し たがって労働者 自身の発展に直接に対立したそれ,の 発展 の一 特殊

形態一 が立脚す る……。価値 と剰余価値のための生産は,一 ・商品の生産に必要

な労働時間,す なわちその商品の価値を,そ の ときどきに存する,社 会的平均以

下に縮減しようとい う,不 断に作用す る傾 向を含んでいる。費用価格をその最低

限まで縮減しようとす る衝動は,労 働の社会的生産力の増大の もっとも強力な積

粁である。しかしここでは,そ れはただ,資 本の生産力の不断の増大 としてのみ

現われ る」(同 上,1099頁)。

(2)こ の点については,さ しあた り前注の(1>ならびに次号所収の6～8を 参照。

3

① 社会 ・歴史現象と しての財政一 歴史性と階級性

財政 も,い うまで もな く,社 会 現象 の一 つ で あ る。 一 般 に,社 会 現 象 と

自然現 象 が存 在 す る こ とに 対応 して,前 者 を 対象 とす る 科 学 と し て 社 会

(歴史)科 学(s・cialscience)が あ りa後 者 を対 象 とす る科 学 として 自然 科学

(naturalsczence)が あ る。 この大 分類 か らい え ば・財 政論(学)は 社 会(歴 史)

科学 の一つ で あ る こ とは い うまで もない 。

と ころ で,社 会現 象 も 自然現 象 も,同 じ く客観 的で合 法則 的な現 象 では

あ るが,両 者 のあい だ には根 本 的 な相違 もあ る。財 政 を ふ くむ社 会現 象 に

共 通 した一 般 的特 質 ない し特 殊 性は,そ れ が原 則 として常 に歴 史 的(古 い

とい う意味ではな く,社 会棄展の特定の段階=社 会体制に歴史的に固有な性質とい

う意味である)か つ 階 級 的(た だしこれは無階級社会においては存在しない)性
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質 を も ってい る とい うこ とであ る。 この点 に,自 然現 象 との根 本 的相違 が

あ る。 自然現 象 は それ 自体 としては,超 歴 史 的 ・超階 級 的 で あ り,そ して

この点 に,自 然 現 象 の共 通 した一般 的特 微 があ る。

い うまで もない こ とだ が,水 が 高い ところか ら低 い と ころへ 流れ る とい

うこ と,砂 糖 が 甘い とい うこ とはsあ きらかに 超歴 史 的 であ る。 それ は,

社 会体 制 の歴 史 的相違 を超 え た(超 越した)現 象 で あ り,性 質 で あ るか ら

であ る。 資本 主 義 で あれ社 会 主義 で あれ 何 ら変 りない 。 これ に 対 して,た

と}ば,恐 慌(不 況)な い し景気 循環(businesscycles)と い う社 会経済 現 象

はsあ き らか に超歴 史 的では な く,ま さに歴 史 的 で あ る。 人間社 会 の特 定

の歴 史 的発 展段 階 を なす 資本 主 義 とい う特 定 の歴 史 的社 会体 制 に のみ歴 史

的),rti-一一固有 の,し た が って資本 主 義 の発 生 と消 滅 と ともに発 生 し消滅す る歴

史 的現 象 だか らであ る。

同様 に,水 が上 か ら下 へ流 れ る とい うこ と,砂 糖 が 甘い とい うこ とは,

超歴 史 的 で あ るぼ か りで な く,同 時 に 超階 級 的 で もあ る。 とい うのは,そ

れ は,階 級社 会 を構 成 す る諸 階 級 の地 位 の 相違,あ るい は利 害 の対 立や 相

違 を超 え てい るか らで あ る。 それ は資 本家階 級 に とってで あれ 労働 者階 級

に とってで あれ 何 ら変 りない 。 これ に反 して,た とえぽ イ ソ フレー シ ョン

や 軍 事 費は,歴 史 的 であ る と同時 に階級 的 で あ る。 とい うのは それ らは,

あ きらかにs一 方(資 本家階級)に とっては 追 加利 潤 の 獲得(追 加搾取)を

意 味 す るが,他 方(労 働者階級))yと っては実 質 賃金 の事 実 上 の切 下 げを 意

味す るか らで あ る。 この よ うに,イ ン フ レー シ ョンや 軍事 費 とその影 響 な

い し関 りはs超 階級 的 では な くsま さに 階級 的 性 質 を も ってい る。 同 じ 国

民 であ って も,ど の階 級 に属 す るか に よって,そ の影 響 ない し関 りは 根 本

的に 相異 な るか らで あ る。

もっ とも,社 会現 象 が一 般 に こ うした 性 質 を もつ とは い え,そ れ が個 々

の事 象 にお い て,ど の程度 にあ らわ れ るか は種 々に濃 淡 の 差が あ る こ とは

い うまで もない。 だ が財 政 問題 に お い ては,事 柄 の性 質上sこ うした特 質

と りわ け階 級性 は,他 の経済 的現 象に くらべ て・一般 に ヨ リ顕 著 に あ らわ れ
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る とい って よい 。 た とえぽ 不 公平 税制,消 費税,軍 事費 と社 会保 障 費 とい

った 例 を少 し念頭 に思 い浮べ た だけ で も明 らかで あ ろ う。

した が って,わ れ われ が社 会 現 象を 科学 の対 象 として と りあつ かお うと

す るか ぎ り,社 会 現 象 の こ うした一 般 的特 質 に した が って・ われ われ の ア

プ ロー チ と認 識 の仕 方 も 常Yr歴 史 的 ・階 級 的 視 点(view-point)か らi対

象 が もつ歴 史 的 ・階 級 的性質 を理 論 的 に あ き らか にす る こ とで なけれ ぽ な

らない。 そ うでな けれ ぽs社 会現 象)r7た いす るわ れ われ の ア ブmチ と認

識は 科学 的で は あ りえな い。 先 に限 定 した 財政 学 の対 象 に即 してい}ぽ,

資 本 主義 財政 に 固 有 の歴 史 性 と階 級性 を 科学 的 ・理論 的に あ きらかにす る

こ とで なけ れ ば な らない。 そ の うえで,さ らに 資 本主 義 その ものの歴 史 的

発 展段 階 一 す なわ ち,重 商 主義 段 階(資 本の本源的蓄積期)・ 自 由 主 義 段

階(資 本に よる利潤追求の自由競争を支配的特徴 とす る,独 占資本 成立 以前 の 時

期),帝 国主義 段 階(独 占資本主義段階),な らび に帝 国主 義段 階 の最 終 局面

をなす 国家独 占資 本 主義 一一 に それ ぞれ 対 応 す る歴 史 的諸 特 微を,と りわ

け 国家 独 占資 本主 義(現 代資本主義)の それ を 明 らか にす る こ とで なけれ ば

な らない。 そ して,こ れ が われ われ の 当面 の課 題 であ る。

② 科学的 ・理論的とい うこと一 現象(形 態)と 本質

こ うして,資 本 主義 財政 の歴 史 性 と階 級 性 を科学 的 ・理論 的に 追求 し解

明す る こ と一 わ れわ れ の財 政論(学yの 課 題 を一 言 でい えぽ,要 す るに

この こ とに つ きる とい って よい が,そ の際,"科 学 的 ・理 論 的"と い うこ

とにつ い て,さ らに次 の点 を補 足 し てお く必 要が あ る。

それ はi事 物 の 現 象な い し形 態(phenomenon,form)と 本 質(essence)と

の区 別 な らび にそ の 相互 関連 とい う問題 で あ る。 これ に関 して,マ ル クス

の興味 あ る指 摘 があ る。

「資 本 の一 般 的i必 然 的傾 向(本 質)は,そ の現 象 形態 と区 別 され るべ き

で あ る。

資 本 主義 的 生産 の 内在 的法 則が,資 本 の 外面 的運 動 に ど の よ うに 現 わ

れ,競 争の強 制法 則 として どの よ うに貫 徹 し,し たが って推進 的 動機 とし
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て個 々の資本家に どの よ うに意識 され るか,そ の方法 と様式は ここでは考

察 されない。 しかし次の ことだけは,は じめか ら明 らか で あ る。 す なわ

ち,天 体の外観的運動が,そ の現 実のしかし感性的には知覚 されえない運

動を知 る者にのみ理解 され うるの と全 く同様に,競 争 の科学 的分析は,資

本 の内的 性質 が'SCさ れ るや,可 能 とな ざ'1」

rr労 働 の価値』 とい う表現におい ては,価 値概念は全 く消 し去 られ てい

るのみな らず,そ の反対物 に転化 されてい る。それは一つの想像的表現で

あ って,た と}ば 土地の価値 とい うよ うな ものである。 しかし,こ れ らの

想像的表現は生産関係それ 自身か ら生ず る。 それ らは本質的諸関係 の現象

形態をあ らわす範疇 であ る。事物 が現象においては,し ぼ しぼ逆にあ らわ

される とい うこ とは,経 済学 をのぞ くすべ ての科学におい ては,か な りよ

く知 られ ているこ とである。/

ともか く,現 象 となってあらわれ る本質的関係 としての労働力の価値お

よび価格 と区別 されたr労 働の価値お よび価格』 あ るいはr労 働賃金』 と

い う現象形態 には,あ らゆる現象形態 とそ の隠蔽 された背景について妥 当

す るの と同 じことが妥当す るのであ る。前者は普通の思考形態 として,直

接に 自然に再生産 され るが,後 者は 科学 に よっては じめ て発見 されねば な
{2)

らない。」

「俗流経済学は,ブ ル ジ ョア的生産関係の うちに 囚われ てい る この生産

担当者の諸観念を,教 義的に通訳 し,体 系化 し,弁 護す ること以外には,

実際何 もしないのである。 したが って経済的諸関係 の疎外 された現象形態,

一見 してぽかげた
aそ して完全に矛盾 した現象形態一一 そ して もし事物 の

現象形態 と本質 とが,直 接に一致す るものな らぽ___.切の科学は不要であろ

う一一,ま さに この現象形態 においてこそ,俗 流経済学は まった くわが家

にい る思いを し,そ して この諸関係は,そ の内的関連が隠蔽 され て,日 常

の観念に入 りやす くなっていれぽい るほ ど,俗 流経済学に とって,ま す ま

す 自明な ことにみえる とい うことは,わ れわれ に とってなん ら不思議な ご
(3)

と で は な い 。」
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以上 の マル クスの指摘 に もあ きらかな よ うに,一 般 に事 物 は,社 会 につ

い て も 自然 につ い て も,現 象(形 態)と 本 質 との弁 証 法 的 な 統 一 物 として

存 在 し運 動 し てい る。 事物 の 本質 を事 物 の 内的性 質 とす れ ばiそ の 目にみ

}る 姿 が現 象(形 態)で あ る
。 だ が,「 事 物 の現 象形 態 と本 質 とが,直 接に

一致 す る」 こ とは きわ め て まれ で あ り,多 くの場合,事 物 の 本質 は きわ め

て複雑 に いわ ば 屈 曲 して現 象 す る。 簡 単 な例 で い}ぽ,水 の 本 質はH20

であ るが,現 象 形態 と し て は液 体 か 固体(氷)か 気体(蒸 気)と して一般

に 存在 し,し か も条 件(湿 度)い か んに よって交 互 に 形 態 を変}N11...るが ご と

くで あ る。 それ ぽ か りか,「 事 物 が現 象 にお い ては,し ぼ しぽ(本 質 と)逆

にあ らわ され る」場 合 す ら少な くない。 た とえぽ,太 陽 と地 球 との 「現 実

の しか し感 性 的に は知 覚 され え ない運 動 」 が 「天体 の外 観 的運動 」 に おい

ては逆 に あ らわ れ る とい う こ と(い わゆ る地動説 と天動説を想起せ よ),水 は

非燃 性 であ るが,こ れ を構 成 す る元 素はHと0と い う高度 に可 燃 性を も っ

て い る とい うこ と,賃 金 の 本質 は 労働 力 の価 値(価 格)で あ るがs現 象 に

お いて は 「労働 の価 値 お よび 価格 」 とい う 「反 対物 に 転化 され る」 とい う

こ と,な どに 象徴 的 に しめ され てい る とお りで あ る。 ここに事 物 を科学 的

に正 し く認識 し理 解 す る こ との難 し さ と複 雑 さが あ り,同 時 に面 白 さ もあ

る とい って よい。

した が って,わ れわ れ の認pが,も し事 物 の現 象 の次 元に とどま ってい

るか ぎ り,事 物 の本 質 を把 握す る こ とは で きず に 皮 相的 で表 面 的 な把握 に

終 り,あ るいは 多 くの 場合 誤 りにお ちい らざ るを え な い。 い わ ゆ る 常 識

(comm・nsense)と は,事 物 の現象 か ら直 接 にみ ち び きだ され た 「日常 の観

念」 とい って よ く,し た が ってそれ は 「普通 の思考 形態 として,直 接に 自

然 に再 生産 され る」。 だ が それ は,「 事物 の現 象形態 と本質 とが,直 接 に 一

致す る」場 合 には 正 しい もの であ り うるがf多 くの場 合 は誤 った もの とな

らざ るを えな い。

これ に反 してs現 象 のいわ ば背 後 に あ って貫 ぬ い てい る事 物 の本質 ない

し内 的性 質 はs「 科学 に よっては じめ て発 見 されね ぽ な らない 」 し,ま た
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発見 す るほか ない 。 「もし事 物 の現 象 形態 と本 質 とが,直 接 に一 致 す る も

の な らぽ 一 切 の科学 は不 要 であ ろ う」 が,多 くの場 合,社 会 につ い て も 自

然 につ い て も現 実 は そ うで はな い 以上,科 学 が 必 要 で あ る。 つ ま り,"科

学 的 ・理 論 的"と い うこ とは,事 物 の現 象 か ら出発 して本 質 に到達 し,そ

の本 質 を理 論 的に把 握 ・認識 しiそ こか ら再 び 出発 し て本質 が と る現 象形

態 とあわ せ て,弁 証 法 的 な統 一欄 係 に おい て事 物 を把 握 し認 識す る とい う

こ とにほ か な らない 。

わ れ われ の直接 の 対象 を なす財 政 に あ ては め てい え ぽ,諸hの 制度,立

法s歳 入 ・歳 出な ど具体 的 な財 政 現象 か ら出発 し てsそ の 本 質(資 本主義

的な歴史性 と階級性)を 把握 し,あ わ せ て そ の本質 が とる具体 的 な形態 あ る

い は本 質 が具 体 的に あ らわ れた 姿 としての現 象 とを,統___.的 に理 論 的 に把

握 ・認 識す る とい うこ とであ る。 上述 した財 政学 の課 題,す なわ ち,資 本

主 義財 政 一一 と りわけ 現代 の 国家独 占資 本主 義財 政 一 の歴 史 性 と階級 性

を科学 的 ・理 論 的 に追 求 し解 明す る,と い うこ との意 義 も こ こに あ る。

(1)'マ ル クス 『資本論』同上,第1巻,410～411頁 。

(2}同 上,672,sus頁 。

(3)同 上i第3巻 第2部s1021頁 。

4

す でに述べた とお り,財 政は,国 家権力の活動 としての広義の政治 の経

済的裏付をなし,ま た上部構造 としての政治 と下部構造 としての経済 との

接点ない し媒介項をなす,と い う特殊性を もっている。

こ うした特殊性からして当然に,財 政理論は,一 方で経済学(経 済理論)

と他方で国家論を基軸 とす る政治理論 との複合的産物 とい う基本的特徴を

もつ ことになる。 また,一 般に社会科学がそ うであ るよ うに,財 政理論 も

資本主義 の成立 とともに発生し,そ の変化 と発展(第4図 参照)に 規定 され

て変遷 し現代に至 ってい る。そ こで以下では,こ うした観点か ら財政理論
tl)

の歩 み を 大 まか に要 説 してお こ う。 倶 し,こ こで と りあげ るのは,資 本 主
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義社会 の財政当局に よる財政運営や財政政策の推進に際 して,多 かれ 少な

かれその理論的バ ックボーソをなす体制側の財政論 である。 それへの批判

としての科学 としての財政論については次号所収 の6で と りあげ る。

(1)古 典派の財政理論

資 本主i義の成 立 ・発展 期 に 形成 されたA.ス ミス(r国 富論』第5篇)に 代

表 され る古 典派 理 論 は,第1に 国民 経済 に つい て,そ こには 「自然的 自由

の体 系」(system・fnaturalliberty)が 存 在 してお り,し たが って 国家か らの

「自由放任 」(laissez-faire)の 下 で,各 個 人 が 利 己心 の お もむ くま まに 自由

な経済 活 動 を行}ぽ,「 見 え ざる手」(invisiblehands)に 導 かれ て,お のず

か ら国民 経済 全 体 の調 和 の とれ た 発展 が 実現 され る とみ な した。 した が っ

て,第2に 国家 は,経 済 の 「自然 的 自由の体 系」 に とっては,む し ろ撹 乱

要 因で あ り,ま た基 本 的 には 非 生産 的 な 「必 要悪 」(necessaryevi1)で あ り,

か くて 国家 の機 能 は,具 体 的 には市 民 的 自由を保 証す る ところのsい わ ば

第4図 資本主義の歴史的発展過程(自 由主義段階以降)

一 自由主義段階
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外部的与件 として,① 国防,② 司法,警 察,③ 個人では不可能な特殊例外

的な公共事業(施 設)の 提供 とい う,3つ に限定された 「夜警国家」に と



16商 経 論 叢 第25巻 第2号 (101)

どまるべ き と考 え られた。

こ うした 国民 経済 観(論)な らび に 国家 観(論)を 前 提 した うえ で・ 第

3に 国家財 政に つ い ては,そ の必 然 的 帰結 とし て,財 政 の規 模 が最 小限 で

あ る こ とを理 想 的 目標 とす る 「安価 な政 府」(cheapgovernment)と 「均 衡財

政 」(balancedfinance,-budget)の 実 現 と貫 徹 が主 張 され た。 したが って,国

家 に、よる財 政 政策 の 推進 につ い て は,否 定 的,消 極 的 な意義 しか認 め なか

った。

こ うした 国 民経済,国 家 な らびに 国家 財政 観 か ら構 成 され た 古典 派 の財

政 理論 は,資 本 主義 の 内在 的 矛盾 の発 現 がい まだ微 弱 で,む しろ,旧 体 制

として の封建 的s絶 対主 義 的 な アン シ ャソ ・レ ジー ム(AncienRegime)に

たい して,生 産 力 の い っそ うの発 展 と歴 史 的進 歩 性 を 世 界 史 的 に 代 表 し

え た,成 立 ・発展 期 の資 本 主義(自 由主義段階)に 照 応 した財 政 理論 ・ あ る

い は,そ うした歴 史 的社 会 的条 件 に よ って規定 され,か つ それ を よ く反映

した財 政理 論 で あ った とい うこ とが で きる。

② フ ィスカル ・ポ リシーの財政論

資 本 主義 は,第4図 に み られ る とお り,世 界 史 的Y'いa}hぽ19世 紀 末 か ら

20世 紀 初 頭 にか け て,自 由競争 を支 配 的 特徴 とす る 自由主 義段 階 か ら,独

占資本 の成 立 と支配 を 特徴 とす る帝 国主 義(独 占資本主義)段 階 へ 移 行 し・

それ に伴 っ て財 政理 論 も大 き く変容す る。資 本 主義 の この歴 史 的発 展段 階

のな か で,狭 義 の現 代資 本 主 義 を 意 味す る国 家独 占資 本主 義期(局 面)を

代表 す るのがJ.M.Keynes(r一 般理論』),A.H.Hansen(『 財政政策 と景気循

環』),i.Musgrave(r財 政学』)等 に代表 され る フ ィス カル ・ポ リシ ーを 中
　

心 とす る財政理論であ る。

古典派にたいす るアソチ ・テーゼ とい う意味で 「ケイソズ革命」 ともし

ば しぼ呼ばれ る,フ ィス カル ・ポ リシーない し 「総需要管理(規 制)」をベ

ース とす る財政論がr1930年 代の世界大恐慌 の勃発 とその後 の大不況を歴

史的契機 として登場 した こ とは,よ く知 られてい る ところであ る。

古典派が均衡財政,国 家の経済過程への不 介入,「 安価な政府」,国 家か
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らの経 済 の 「自由放 任」 等 々を 主 張 した のに たい してiケ イソ ズに あ って

は,逆 に,国 家 の経 済 ・再 生産 過 程へ の積 極 的 介入 な くして は,景 気 の安

定,安 定 的 な経 済成 長,不 況 と失 業 の 「克服 」 と 「完全 雇用 」 の 「達 成」,

「福 祉 の増進 」等 々は不 可能 であ る と主 張 した。 また,国 民経済 観 も,「 自

然 的 自由 の体 系」 か ら,「 私 的 セ クター」 と 「公 的 セ クター」 との混在 とみ

る 「混 合(二 重)経 済」 論 へ,国 家 観 も 「夜 警 国家 」か ら 「福 祉 国家」論へ

と転 換せ しめ られ た。 こ うした理 論 転換 の契機 とな った1930年 代世 界 大恐

慌 は,歴 史上 か つ て な く激 烈,大 規 模 であ った の み な らず,そ の後長 期 に

わ た って大 不 況が 継続 した。 ここに おい て,古 典 派 が想 定 した経 済 の 「自

然 的 自由の体 系」 の も とで の経 済 の 「自動 回復 力」 にた いす る不 信が決 定

的 とな り,そ れ と同 時に古 典 派財 政論 にた いす る信認),rも 終 止 符が うたれ

るに いた った。

ケ インズはs大 不 況 か らの脱 出のた め に は,レ セ フエ ール では な くs国

家 が 「総需 要」 を不 断に 「管 理(規 制)」 し,赤 字 国債 を財 源 とす る公 共投

資 に よって 「有効需 要」 を創 出す れ ぽsそ れ が 「呼 び 水」 とな って連 鎖 的

な需 要 の 「波 及 効果 」 をつ うじ て,不 況 が 「克 服」 され,雇 用 が 拡大 しs

景気 の安 定が 可能 で あ る とし た(pump-primingpolicy,ア メリカで1933年 にニ

ュー ・ディール政策 として実施)。 さらに,ケ イン ズの この立論 は,ハ ンセ ソ,

マ ス グ レ イプ等 に 引 きつ がれ て,不 況 ・失業 の 「克 服」 のみ な らず,イ ソ

フ レの 「克服 」 を も含 む,包 括 的 ・体 系 的 な理論 へ と仕 上 げ られ てい った。

そ の 第1が,恐 慌 ・不 況期 に財政 支 出の拡 大や 減 税 を実 施す るのみ な ら

ず,イ ン フレ期(好 況 ・景気過熱期)に は,そ れ と逆 の政策 を採 る こ と,つ

ま り財政 を抗 循 環 的(c・unfer-cycle,antizyklischen)に 作 動 させ る こ とに よっ

て,不 断 に 景気 変 動 を安定 化 させ るぺ きで あ り,ま た それ が可 能 であ る と

した こ とであ る。 補 整的compensatoryな い し裁量 的discretionaryフ ィス

カル ・ポ リシーが それ で あ る。 第2は,こ うした政 策 実施 に 多か れ 少な か

れ不 可避 な タ イム ・ラ グを うめ るべ く,財 政 制度 それ 自体 が もつ とみ な さ

れ る 「自動 安定 化装 置」(built-in-stabilizer)一 た とえば,累 進 課税 や 社 会保
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障支出がそれで,前 者は,不 況時には 自動的減税(自 然減収),好 況隙 こは

自動的増税(自 然増収)が 進みaま た 後 者 は不 況時 の 「有効需要」 の減退

を下支rす る等一 の機能が補強された こ とであ る。そ して第3に は,上

述の第1,2を ふまえつつ,主 としてマス グレイブに よって,「 資源の最適配

分」「公正な所得の再分配」「経済 の安定化」「適度な経済成長 の実現」とい
(3)

う現 代財 政 の4つ の役 割(機 能)と して,一 応 の総 括 と体 系化 を 完成 した。

③ 「供給サイ ドの経済学(財 政論)」 など

これ まで 国家独 占資 本 主義 に 支配 的 な財 政理 論 として事 実上 君 臨 して き

た ケ イン ズ理論 も,ほ ぼ1970年 代 に 入 っ て 以 降,そ の 「有 効性 」が 問 わ

れ,あ るい は批 判 され る事態 に たち い た った。

周 知 の とお り,第2次 大 戦 後 の国 家独 占資 本 主 義は,ア メ リカ帝 国主 義

の圧 倒 的 優位 の も とに,IMFを 中 心 と し た ブ レ トソ ゥ ッズ体制 とガ ッ ト

体 制 を 国際 的枠 組 み として 出発 した。 金 との免 換 を 唯一 つ 保証 され た ドル

を 国際 的基 軸 通貨 として,そ れ と一 定 率 で リソ クされ た 固定相 場 制 の国 際

通 貨 制度 と 「自由貿 易」 体 制が,そ れ で あ った。

だがyこ うした 第2次 大戦 後 の世 界資 本 主 義 の枠組 み も,帝 国主義 を 特

徴 づけ る,い わ ゆ る不 均 等発 展 の法 則 の必 然 的結 果 とし て,崩 壊 を余 儀 な

くされ た。 日本iECの 急 速 な経済 的 復興 ・発 展 と,ア メ リカの相対 的 力

関係 の大 幅 な弱 体 化,ア メ リカ ・EC・ 日本 の三 極 対 立 の 激 化 の なか でs

い わ ゆ る ドル危機 が 進行 し,そ の結果,1971年 に,ド ル の金 見 換停 止 と一

連 の緊 急 ドル 防衛 策 を 内容 とす るニ ク ソン声 明 が 余 儀 な く され た。 そ の

後,ス ミソMア ン合意 に よる金 価 格 の引上 げ と各 国通 貨 の対 ドル レ_..,,.トの

切上 げ に よってs一 時 しの ぎは で きた もの の,1973年 初 頭,主 要 帝 国主義

諸 国があ いつ い で変 動 相場 制へ 移 行 し,こ れ を もって,IMF体 制 は最終

的 に崩 壊 したか らであ る。

またf各 国の利 害 調 整 と協調 維 持 のた め に1975年 秋 に新 発 足 したサ ミッ

ト(先 進国首脳会議SummitGanference)と,2力 年 にわ た る 国際通 貨安 定 の

た め の協議 を総 括 した先 進10力 国蔵 相会 議(1985.6.21s東 京)も,な ん ら
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の解決策 も確た る見通 しも見出す こ とがで きなかった。 これ よ り以降,資

本主義世界 体制は,不 安定な変動相場制 の ま ま(近 年の急激な円高 ・ドル安

はその一つの現われ),い わば 「羅針盤な き航海」を続け ざるをえ な い 状 況

におかれ てい る。

1985年 に65年 ぶ りで債務国に転落 し,「双子の赤字」に悩む アメ リカに

たいす る各国の信任が失われ,ド ルの暴落が生ずれぽy発 展途上諸 国の返

済不能におちい ってい る巨額 な累積債務 ともあい まって,ア メ リカでは急

激な インフレが再燃 し,金 利 の高騰,景 気 の急激な失速を生みsそ の結果

として,資 本主義世界経済が一大混 乱 と急性的危機状態にいつで も突入 し

かねない局面を迎}て い る。 あわせ て,「 自由貿易」 のガ ット体制 も,あ

いつ ぐ保護主義の台頭に よって,そ の風化が急速に進行 し,帝 国主義列強

間の経済 「戦争」 もいちだん と激烈化す る情勢を迎}て い る。

さらに加}て,現 局面 の国家独 占資本主義は,IMF・GATT体 制の崩壊

を契機 としつつ,ケ インズ政策の完全な破綻に よって,そ の矛盾 と危機が,

新たな形態を とりつつ一段 と深化 しつつある。 その転機 を示 したのが,第

1次 石油危機を契機 とす る1974～75年 世界恐慌 であ る。 た とえば,わ が

国の場合でみ ると,こ れ まで上昇を続けてきた鉱工業生産の成長は,74年

度には戦後はじめてのマ イナス9.?%と な り,経 済成長率(実 質GNP)も

ゼ 官成長,暦 年では`7イ ナス0.596に 落ち こんだ。 この戦後最大の恐慌を

転機 とす る資本主義経済の矛盾 と危機 の新たな発現形態を象徴す る ものが,

いわゆ るスタグフレー シ ョン(不 況とイソフレの併発ないし同時進行とiそ の

中での全般的な低成長)で あ る。

上述の とお り,第2次 大戦後の国家独 占資本主義 は,IMF・GATT体

制を国際的枠組み としつつ,国 内的には,ケ インズの 「総需要管理」政策

をベース として構築(歴 史的にさかのぼれば,1930年 代世界恐慌 ・不況時が出

発点)さ れた。

それは,恐 慌 ・不況期に,国 家に よる赤字 国俵の発行 を主た る財源 とす

る有効需要 の創 出 と提供一 公共投資,軍 事支出等 として一 と金利の引
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下げに よって,過 剰資本 の処理 とイン フレに よる実質賃金の切下げ をはか

り,ま た他方,好 況 ・景気過熱期には,こ れ とは逆 の操作 を施す ことに よ

って,資 本主義経済 に 固 有 の"業 病"た る恐慌 ・不況を 「克服」 し
s「安

定」成長ない し 「高度成長」 を実現 しようとす るものであ った
。 また,不

況期に どれほ ど巨額な赤字国債 を発行 して も,好 況期におけ る租税の 「自

然増収」 に よって償還 され,し たがってやや長期 的観点か らすれば
,財 政

収支はバ ランスを保持 し,赤 字国債の累積や,そ れが もた らす財政危機は

生 じない と予定 され ていた。

したが ってfこ の よ うな国家独 占資本主義的な介入 ・規制が 「有効」 に

作動す るか ぎ り,恐 慌 ・不況期 には物価は横這ない し下落 し
,反 対に好況

期には多かれ少なかれ物価は騰 貴す る。いいかえれぽ,不 況 とインフレは

継起的に(時 期的に交互に)発 現 し,ま た財政の赤字 も一時的な現象で しか

あ りえないはず であ った◎ そ して事実sほ ぼ60年 代 までは
,一 応 こ うし

た ケインズ的図式があてはまる形で事態は推移 した とい って もよか
った。

ところが,ほ ぼ70年 代に入 って,と りわけ74・75年 恐慌以降
,本 来継起

的に生ず るはずであ った不況 とインフレが同時進行 ・併発す る とい う 「異

常な」現象が,い ずれの国家独 占資本主義国に も例外な く現われsま たそ

れに伴 って財政危機 も一 国に より程度の差はあれ一一慢性的性格を帯 び

るにいた った。

こ うして,恐 慌 ・不況対策のための イン フレ政策を実施すれば
,イ ン フ

レ物価騰貴が加速 され,財 政危機 も促 進され る。か といって他方でsイ ン

フレ抑制策を採れぽ,そ れ を契機 として恐慌 ・不況が深刻化 し
,不 況下の

「減量 ・合理化」,中 小企業の倒産 な どに よって大量失業が もた らされ る
。

こ うして,こ れ までの ケインズ流の国家独占資本主義的な介入 ・規制政策

は,い まや完全に破綻 し,資 本主義はいわぽ出 口のない袋小路 に追い込 ま

れ るにいた った。

これは・一言でいえば・ ケインズ的有効需要(「総需要管理」)政策が
,恐

慌 ・不況期に累積 した過 剰資本の処理(資 本の価値破壊)を,か えって不徹
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底なままに とどめ(過 剰資本の残存を多かれ少なかれ慢性化させ)sそ のため景

気 は ケイソズ的テコ入れで一時的には高揚にむか っても,弱 々し く短期 と

な り,そ うであればまた,イ ンフレ的不況対策 を矢継早に うたざるをえな

い ことに よるものであった。その結果,総 じて,不 況 と不況 との期間はせ

ば ま り,あ るいは不況 は長 期化 して低成長におちい り,イ ソフレの慢性化

を同時進行的に生みだ さざるをえな くな った。 同時に,不 況の頻発 と長期

化 に よって,赤 字国債の償還 も思 うにまかせず累積 し,財 政危機 もまた長

期 ・深刻化せ ざるをえな くな った。 この意味で,ス タグフレーシ ョソとい

う 「異常な」現象の発現は,現 代 の国家独占資本主義下の生産力の発展 と

巨大化に ともな って,資 本主義 とい う生産関係が,い よい よもってその栓

桔 となる度合をいちだん と高めてい ることの象徴的な一反映 とい って よい。

こ うして,1970年 代に入 って以降の国家独 占資本主義は,国 際通貨体制

の崩壊 と不安定化の増大,発 展途上諸国の巨額の累積債務 と国際金融不安i

ガ ッ ト体制の風化 と新 しい保護主義台頭下の国際経済戦争のかつてない激

化,ド ル安 ・円iマ ル ク高下の 「貿易摩擦」 の鈍化,ス タグフレーシ ョソ,

不況の頻発 と長期化,国 際的な低成長 と成長率 の鈍化,大 量かつ恒常的な

失f不 断の物価騰貴 ・イン フレの進行,財 政危機の深化 と慢性化等 々新

たな現象 ・発現形態を と りつつ,矛 盾 と危機 をいちだん と深 めてゆ く局面

一 第二次大戦後 の国家独 占資本主義 の発展過程において,新 たな時期を

画す る局面一一一に入ってい る。 資本主義の一般的危機の新たな深化にほか

ならない。

こ うした矛盾 と危機 の深化 を背景 としてs財 政理論 も再び転換を余儀な

くされた。___.言でいえぱ,不 況 ・イソフレ ・財政危機 とい う 「三重苦」を

同時に 「克服」す ることに よって,経 済 の 「イソ フレなき持続的安定成長」

を可能 とす る新 しい処方箋が,新 局面の国家独 占資本主義の要請す る とこ

ろ とな った。「国家は,こ うした条件 の もとで,ケ イ ソ ズの 処方箋では解

決 しえない次の ような問題に直面 した。 イソフレを加速せずにt生 産 と雇

用 の増大 はいかに促進 され るべ きか。経済成長を阻む ことな く,ま た失業
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(4)

を 増 大 させ る こ とな く,イ ン フ レは い か に し て 克 服 され るぺ き か 。

そ し て,こ の 要 請 に 応 え ん と し て 登 場 し た 新 理 論 が,M.S.Feldstein,

J.M.Buchanan等 に代 表 され る 「供 給 サ イ ドの 経 済 学 」(supply-sideec・n・-

mics.SSE),M.Friedman等 に 代 表 され る 新 マ ネ タ リズ ムな い し 「新 自 由

主 義(新 古 典派)」,さ ら に は 自由 改 良 主 義 に か わ る 「新 保 守 主 義 」等 々 の 一

(5)

連 の理 論 ・イデ オ ロギーに ほか な らなか った。

新 理論 は,国 家 に よる 「総 需 要管 理 」 を べ.._�スとす る ケ イ ンズ理論 を

「需 要 サ イ ドの 経 済学 」(demand-side-ec。n。mics)と 称 し,自 らを 「供 給 サ イ

ドの経 済学 」(supply-sideec。nomics)と 呼ぶ こ とに よって そ の対照 性 を強 調

す る(た だしfこ の名称はアメリカの商業新聞に よって一般化され るにいたった新

用語である)。 ス タ グ フレー シ ョソの 「克 服」,「イ ン フ レな き持続 的安 定成

長」 の 「達成」 のた め に は,需 要 サ イ ドの み でな く,供 給 サ イ ドを も重視

す る必要 が あ る。 そ のた めに は,供 給力 の 拡大sす なわ ち労 働 生産 性 と生

産 能 力 を高 め なけれ ば な らな いが,そ れ に は,貯 蓄 の増 大 とその投 資化 を

促進 し,労 働 者 の勤 労意 欲 を高 め る必要 が あ る。 また,そ の た めに は,ケ

イソ ズ理 論 の制度 化 に よ って肥 大 化 し歪 め られた 税 制,社 会 保障 制 度 は じ

め財 政 制度 の全 面 的 見直 し,需 要 サ イ ドのみ な らず,国 民 経済 の シス テ ム

自体 に働 きか け る政策 が 必 要 であ るsと した。

そ の論 点 を整 理 して示 せ ば,ほ ぼ 以下 の よ うに ま とめ られ よ う。

① ス タ グフ レー シ ョン,経 済 の低成 長 な い し停 滞,財 政危 機,等 々を

招 い た元 凶 はs需 要 サ イ ドに偏 向 した政 府 の肥 大化 と過剰 介入 に あ る。 資

本 主 義経 済 の ダ イナ ミズ ムは,い まな お基 本 的),rlti...は,市場 メカ ニズ ムに 基

礎 をおい た 民 間企業 の 投 資 と生産 活 動 に こそ あ る。 したが って,国 家 の経

済 過 程 へ の介 入 ・規制 は大枠 として縮 小 を 目指 しつ つ,投 資 と生 産 活 動 の

促 進 と活 性化,す なわ ち供 給 サ イ ドに重 点的 に集 中すべ きであ る。

② ケイ ソズ理 論 では,た と}ば 不 況 時 には,投 資 誘 因が 貯蓄 誘 因に く

らぺ て萎 縮 しsそ の結果,過 剰 貯蓄 が生 じ る可能 性 が あ るた め,こ の投 資

と貯 蓄 の ギ ャ ップを 国家 に よる追加 有 効需 要=公 共 投 資 で補完 す る必要 が
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あ ると主張 した。 しか し,投 資誘因の萎縮 と投資の停滞の原因は,む しろ

逆Yy,貯 蓄 の過 少 と貯蓄に見合 った民間企業投資が阻害 され てい る点にあ

る。

③ この うち,過 少貯蓄を もた らしてい る理由は,第1に 社会保障 ・年

金制度,第2に 資本所得課税制度 にあ る。前者については,年 金,諸 給付

に見合 う分の個人貯蓄 を一般に不要 ならしめ,ま た受給年金 も消費支出に

充 当され るため,個 人貯蓄を減 少させ る。 したが って,過 少貯蓄 を解消す

るた めに は,社 会保障支出の削減,「 賦課型公 的年金」の 「貯蓄型私的年

金」への転換な ど,社 会保障 ・年金制度の根本的見直 しが必要である。

また後者につい ては,一一般 に高率課税のために,企 業の税引後の収益率

を低下 させ,そ れが過少貯蓄 を もた らしてい る。 したが って,利 子 ・配当

所得 の総合所得か らの控除(日 本では早 くから実施ずみ),個 人 ・法人 ・資産

課税におけ る累進税率の緩和(フ ラット,平 準化)を は じめ とす る税率の引

下げs個 人所得税中心(な いし直接税中心)の 税体系から間接消費税中心の

租税体系へ の移行,等 々が必要 であ る。

④ また,② で指摘 した2つ の要 因の うちの第2,す なわち民間企業 の

投資誘因を阻害 してい る理 由についてい えぽ,法 人所得へ の高率課税や,

イン フレに よ り固定資本の実質的回収が困難なため投資か らの収益率が低

下せ ざるをえない こと等に よる。 したが って,こ の障害 を除去す るため,/YY4._.s

法人税率の引下げ,イ ンデ クセーシ ョソindexation(物 価スライド制)付 き

減価 償却制度(税 制)の 採用,等 々が必要 であ る。

⑤ 総じて,ケ イソズ理論 の適用 の もとでの政府の肥大化が,民 間部門

の経済活動 の誘 因 ・イソセソテ ィブ(incentive)を 減退 させ る要因 とな って

い る。 したが って,こ の インセンテ ィブを復活 させ るために,国 家的法規

制の緩和,民 間活力の導入,均 衡予算原則の復活,「 小 さな政府」 の実現,

等 々が必要 であ る。

⑥ 以上か ら,財 政政策上 の実践的結論 として,(1)資 本(法 人ならびに個

人)課 税 の減税を重視 した 減税政策,(2)社 会保障費,公 務員の人件費を中
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心 とした経費削減 と社会保障年金制度 の根本的見直 し
t(3)民 間部門へ の国

家の介入 ・規制の緩和(民 営化,民 間活力導入など),㈲ 均衡予 算主義 の復活,

㈲ 「小 さな 政 府」 の実現,㈲ 安 定 的な貨幣 ・金融政策(マ ネーサプライの

「適正」管理),⑦ 以上 の諸方策を通 じた貯蓄率の増大
,民 間投資の促進,生

産性の向上・ 国民経済の活性化,と い った図式がm応 導 きだ され る。 こ う

して新理論が・昨今,長 期の財政危機下 で国際的に共通 して推進 され てい

る 「行革」,「税制抜本改革」 の論拠 とな ってい ることが明らかである
。

こ うみて く[るとき,1970年 代 以降の国家独 占資本主義の新局面 に対 応

し,あ るいはそれ に よって規定 された最新の理論が
,古 典派の財政論のア

ンチ ・テー・ゼ として登場 した ケインズ理論にたいす る新たな アソチ ・テー

ゼ として,市 場 メカニ ズ ムへ の信頼,「 小 さな政府」 の実現s均 衡予算主

義への回帰を提起 してい るか ぎ りでは,古 典派理論のあ る種 の反動的ルネ

ッサ ンス と呼ぶ こともで きよう。いわば"否 定 の否定"で あ る。 ここで反

動的 とい うのは,現 代 の資本主義は,か つての古典派理論 の背景 をなした

自由競争段階(な いしブルジ ョア革命期)の それで は な く,国 家独 占資本主

義 の段階にあるか らである。 いいかえれば,そ もそ も国家独占資本主義 と

は,な んらかの大幅で構造的な国家に よる介入 ・規制な くしては
,資 本蓄

積の諸条件を もはや維持できない資本主義であ り,こ の意味で,市 場 メカ

._..ズムへの信頼を基礎 とした均衡予算主義 と 「小 さな政府」 の実現は
,全

体的,長 期的には所 詮不可能な一一一部分的,一 時的には可能 であれ一一
,

したが って観念的な政策 目標で しかあ りえないか らであ る
。歴史的反動性

とい うか ぎ りでは,資 本主義の矛盾の解決 を小商品生産へ の復帰に求めた

シスモンデ ィや ナ ロー ドニキの方法 と相似ている
。 また,そ の反動性は,

新理論に もとつ く国際的な 「行革」(行政改革),「税制抜本改革」の 実際の

内容(わ が国でいえぱ例えば軍拡,福 祉切捨て,消 費税の強行導入など)に よっ

て も具体的に実証 され てい るとい ってよい。

した が って また,古 典派や ケインズ理論がそれ な りの一貫 した 「体系

性」 を もっていた のにたい して,最 新の理論は,論 理的な首尾一貫性を多
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かれ少なかれ欠いた弥縫策 的性 格を ます ます もた ざるをえない ことに もな

る。 そのことは,例 えば,歳 出削減 と 「小 さな政府」を主張 しなが らs財

政赤字 とイソフレの重大な一元凶であ るに もかかわ らず,軍 事支 出を事実

上その対象か ら除外 し,主 に福祉切捨てに向け られていること,減 税を主

張 しなが ら大衆減税には 口をつ ぐみ,資 本(大 法人,高 額所得)課 税減税に

重点がおかれてい ること,ケ イソズの 「総需要管理」 政策を批判 しなが ら,

有効需要創 出に よる不況 ・恐慌対策を完全 には理論的に も一一一ましてや,

実際の政策においては,依 然 として多かれ少なかれ採用せ ざるをえないで
(6)

い る一一 排斥 しえ ない こ と,等 々に もみ ら れ る と こ ろ で あ る。 こ うして

「小 さな政府」 論 の イデ オ 官ギ ー的反 動 性 が 明 白であ る。

こ うし た 意 味 で は,最 新 の一 連 の理 論 は,「 新 保守 主 義」 とい うか ぎ り
{7)

では,イ デオ ロギー的__..貫性 を もってい るといい うるとして も,理 論的に

は体系性や一貫性 を欠いた混沌 の域一 ケインズ理論 と反 ケイソズ理論 と

の矛盾 にみちた混合一 を出ていない とい って よい。 あるいは,現 代の国

家独 占資本主義は,い まや,そ うした矛盾 した 「処方箋」 しか見出しえな

い危機 的局面に陥 っている,と い った方が妥 当であろ う。す でに アメ リカ

では,財 政赤字 と貿易収支の赤字 とい う 「双子 の赤字」 と ドルの絶え ざる

減価のなかで 「レーガノ ミックス」 の終焉が決 定 的 とな り(「是h非 々のプ

ラグマティズム」への転換),ま た 日本 で も,円 高不況 と貿易摩擦激化のなか

で,ケ インズ流 の 「内需拡大」 中心の財政政策への転換が打 出されてい る

ことが,そ の ことを よ く物語 ってい るとい って よい。

いずれにせ よ,現 代の国家独 占資本主義 の もとでは,な ん らかの形態 の

国家に よる介入 ・規制な くしては,資 本蓄積 の諸条件を維持す ることが不

可能 なのであ るか ら,ま す ます狭め られた政策上の選択可能性 のなか で,

今後さらに,介 入 ・規制 の新しい形態 と内容を求めて,理 論的な らびに政

策実践上の模索が続け られ るであろ うし,ま たそ うせ ざるをえない ことだ

けは確かである。そ してそれが結局帰着す るところは,資 本主義の基本的

矛盾 と一般的危機を,長 期的趨勢 として,い っそ う深化 させずにはいない
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こ と も,ま た確 か であ る。

{1}こ の点 に つ い て詳 し くは,大 内 兵 衛 ・武 田 隆 夫 『財政 学 』 弘文 堂,武 田隆

夫 ほ か 『近 代 財 政 の 理 論 』時 潮 社 。 鈴 木 武 雄 編r財 政 学 』青 林 書 院 。 前 出 『図 説 ・

日本 の 財 政 』 な ど参 照 。

② な お ・ 資 本 主 義 初 期,「 古 典 的 」 帝 国 主 義 期 な らび に フ ァシ ズ ム 期 の 財 政

理 論 な ど詳 し くは 前 注 の 文 献 参 照 。

(3)こ の 点 につ い て は,次 号 所 収 の5を 参 照 。

(4}1・M・Ossadtschaja=DieKrisedenKeynesranismusunddzeSuchederbur.

gerli・hel10k。n・mi・nachneu・nK・nzepten.in・DPWB・ ・i・hte,2/84一 拙 訳r商

経 論 叢 』 第20巻 第2号,122頁 。

㈲A.マ チ ュー シ ャ,関 恒 義 訳r近 代 経=済 学 の歴 史 』 下 巻,大 月書 店 。 大 須

敏 生 編 『日本 の 財 政 』 東 洋経 済 新 報 社,J.M.Buchanan,TheConseguencesof

Mr・Keynes・ 邦 訳Pケ イ ン ズ 財政 の 破 綻』 日本 経 済 新 聞 社
,Feldstein,M.S."The

welfarecostofpermanentinflationandoptimalshortruneconomicpolicy
,"

,journalofPoliticalEconomy,87,749--768."Fiscalpolicies,inflation,andcapital

formation,"AmericanEcanomZ"cReview ,70,636-650."Governmentdeficitsand

aggregatedemand,"ノournalofMonetaryEconomics,g,1-20 .``TemporaryLayoffs

intheTheoryofUnemployment,,, ,journalofPoliticalEconomy,1976,vo1.$4,

no・5,pp,937-57・MiltonFrzedman,DollarsandDeficits ,1968.〈 邦 訳 〉『イ ン フ

v一 シ ョソ と ドル 危 機 』 新 開 陽 一 訳,目 本 経 済 新 聞 社
,CapitalismandFreedom,

1962.〈 邦 訳 〉 『資 本 主 義 と 自由』 熊 谷 ・西 山 ・白 井 訳
,マ グ ロウ ヒル 好 学 社しrイ

ン フ レ ー シ ョン と失 業』 保 坂 直 達 訳,マ グ ロウ ヒル 好 学 社,1978年 。

⑥ た とえ ば ・ わ が 国 の場 合 で い え ば,「 行革 」 の 一 環 として,「 民 間 活 力 の 導

入」 の 名 の も とに,電 電 ・専 売 公 社 ・国 鉄 の 「民 営 化 」 や 関 西 国際 空t'cT.東 京 湾

横 断 道 路 都 市 再 開 発 な ど大 型 プ ロジxク トの 官 民 共 同 出資 に よ る建 設が 推 進 さ

れ て い る 。 これ は ・ 個 別 独 占資 本 に た い し て,十 分 に採 算(利 潤)を 保 証 し うる

と見 込 まれ る分 野 な い し部 分 の公 共 企 業 や 公 共 事 業 を,「 民 営 化 」 な い し 資 本 参

加 させ る こ とに よ り・過 剰 遊 休 資 金 の新 た な投 資 先 を提 供 す る こ と とあわ せ て,

「内 需 」=有 効需 要 を積 極 的 に 創 出,提 供 し よ う とす る もの で あ る こ とは 言 うまで

も な いで あ ろ う。 こ の意 味 で は,ケ イ ソ ズ理 論 は 新 た な形 態 で 踏 襲 され て い る。

し た が っ て,勤 労 大 衆 へ の 巨 額 な 犠 牲 転 嫁 に よ って,現 下 の 長 期 ・深 刻 な 財 政 危

機 の 「解 消 」 に 成 功す れ ば,ケ イ ン ズ理 論 が 新 た に 再 評 価 され,再 浮 上 す る可 能

性 が 十 分 に 予想 され る。

(7}「 現 在 優 位 に た って い るの は 保 守 主 義 で あ り,お そ ら く まだ 当 分 は そ うで

あ ろ う。 需 要 の増 大 を 求 め る リベ ラル な ブル ジ ョア的 『混 合 経 済 』 モ デ ル が,勤
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労者に対す る譲歩の考えを とりいれたため,こ れに対して保守主義的な経済政策

的戦略は,勤 労者の諸権利を最大限に剥奪し,国 民所得の再分配において彼 らの

持ち分を減 らし,資 本所有者の利益を最大限に擁護することを 目標 としている。/

しかし永続的にr健 全 な』均衡のとれた国家財政 とい う概念は・国家独占資本

主義においては,依 然 として達成しえないユー トピアであ り,財 政赤字の増大は,

依然 として資本主義経済の不動の法則性であ り続けるであろ う。 イソフレの退治

を狙い とした高金利政策は,結 局は資本蓄積 と経済的発展を妨げる。高金利は一

方で真の資本積蓄を阻害し,他 方で追加的貨幣資本の国内への 流入を よびお こす。

保守主義的な政策は同時に失業の著しい増大をひきおこした。これは疑いもな

く,こ の国の勤労老の側におけ る社会的矛盾 と不満の激化を意味す ることになろ

う。全体 として,こ の政策は資本主義経済における恐慌(危 機)現 象の緩和を決

してもた らさなかった。しかし,保 守主義は資本主義諸国におけ る広汎な勤労大

衆の経済的状況にだけ損害 と危険をもた らしているのではない。親保守主義的な

経済政策は,排 外主義の復活,覇 権追求の強化,核 の破局に よる人類への脅迫 と

結合している」(前掲,1.M.Ossadschaja,神 奈川大学r商 経論叢』第20巻 第2号 ・

129,131頁)。
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